
厚生労働省

保険局長 間隆 郎殿

療養の場が地域に広がる中、全世代に対する地域包括ケアシステムの構築が急が

れます。看護小規模多機能型居宅介護(以下、看多機)は、介護保険のサービスとし

て平成24年度に創設され、訪問看護、訪問介護、通い、泊まりの4つのサービスをー

体的かっ柔軟に提供し、退院直後や看取り期などの医療二ーズを有する中重度の要

介護高齢者とともに、共生型サービス等において医療二ーズを有する障害者に対し、

住み慣れた自宅を中心とした療養を支えてきました。

一方で、AYA 世代のがん患者等に関しては、最期まで住み慣れた自宅で家族と過

ごしたいという二ーズに対し、医療保険のサービスである訪問診療や訪問看護により

支援してぃますが、状態の変化や患者・家族の不安・負担が大きい場合など、入院以

外で、自宅に近い環境で一定の時間必要な看護を受けることができるサービスの選択

肢が限られている状況です。

全世代の患者が希望する場所で暮らしながら療養できる体制を整備するため、

看多機を健康保険法上に位置づけ、要介護高齢者以外の利用を可能とすることが不

可欠です。

以上より、令和 9年度予算案等の編成ならびに政策の推進にあたっては、以下の

事項にっきまして、格別のご高配を賜りますよう要望します。

令和9年度予算・政策に関する要望書

公益社団法人日本看護協会

会長秋山智

令和8年3月3日

罷護臼
棚崩
籌廟香

要望事項

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)を健康保険法上に位置づけ、要介護

高齢者以外の利用が可能となるよう対象を拡大されたい。
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